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インフルエンザ予防接種（任意）料金の設定に係る  

公正取引委員会の措置について 

 

 

本日、公正取引委員会が吉川松伏医師会（埼玉県）に対し、同医師会によるイ

ンフルエンザ任意予防接種の料金設定について、排除措置命令を行いその結果を

公表いたしましたのでご連絡申し上げます。 

詳細は添付資料に示すとおりですが、今回の同医師会の行為に対して、公正取

引委員会が「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（独占禁止法）

第８条第１号の規定（事業者団体による一定の取引分野における競争の実質的制

限）に違反するものとして、料金設定の破棄等を命じたものです。  

つきましては、貴会におかれましても今回の措置に鑑み、ご留意の上適切なご

対応をいただきますようお願い申し上げます。



一般社団法人吉川松伏医師会に対する排除措置命令について 

平成２６年２月２７日 

公 正 取 引 委 員 会 

公正取引委員会は，一般社団法人吉川松伏医師会（以下「吉川松伏医師会」という。）

に対し，独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ，次のとおり，同法第８条

第１号（事業者団体による一定の取引分野における競争の実質的制限の禁止）の規定に違

反する行為を行っていたとして，本日，同法第８条の２第２項の規定に基づき，排除措置

命令を行った（違反行為については別添排除措置命令書参照）。 

 

１ 違反行為者 

名 称 一般社団法人吉川松伏医師会 

所 在 地 埼玉県吉川市平沼１２３５番地１ 

代 表 者 代表理事 平井 真実  

会 員 吉川松伏地区（注１）において医業に従事する医師ら 

  

２ 違反行為の概要 

(1) 吉川松伏医師会は，会員が設定するインフルエンザ任意予防接種（注２）の料金につい

て， 

ア 平成２３年１０月１４日に開催した理事会において，次のとおり決定し，同月１

７日にこれを会員に周知した。 

(ｱ) １３歳未満の者を対象とする１回目の料金（注３）を３，７００円，２回目の料金
（注４）を２，６５０円とすること 

(ｲ) １３歳以上の者を対象とする１回目の料金を４，４５０円とすること 

イ 平成２４年９月１４日に開催した理事会において，前記アの決定に替えて次のと

おり決定し，同月１８日にこれを会員に周知した。 

(ｱ)  １３歳未満の者を対象とする１回目の料金（注３）を３，７００円以上，２回目の

料金（注４）を２，６００円以上とすること  

(ｲ)  １３歳以上の者を対象とする１回目の料金（注３）を４，４５０円以上，２回目の

料金（注４）を２，９００円以上とすること  

(2) 会員は，前記(1)の決定及び周知に基づき，おおむね，吉川松伏医師会が決定したと

おりインフルエンザ任意予防接種の料金を設定し，当該予防接種を実施していた。 

(3)  吉川松伏医師会は，前記(1)の決定及び周知により,吉川松伏地区におけるインフル

エンザ任意予防接種の取引分野における競争を実質的に制限していた。 

（注１）埼玉県吉川市及び同県北葛飾郡松伏町の区域を指す。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第一審査上席 

電話 ０３－３５８１－１７５４（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 



（注２）「インフルエンザ任意予防接種」とは，インフルエンザの予防接種のうち予防接種法（昭和２３年法律第６

８号）に基づく定期及び臨時の予防接種を除くものをいう。 

（注３）１回目を異なる医療機関で接種した場合の２回目の料金を含む。 

（注４）１回目を同じ医療機関で接種した場合の料金をいう。 

３ 排除措置命令の概要 

(1) 吉川松伏医師会は，次の事項を，理事会において決議しなければならない。 

ア 前記２(1)イの決定が破棄されていることを確認すること 

イ 今後，会員が設定するインフルエンザ任意予防接種の料金を決定せず，会員がそ

れぞれ自主的に決めること 

(2) 吉川松伏医師会は，前記(1)に基づいて採った措置を会員に通知し，かつ，吉川松伏

地区に所在する医療機関を利用する者に周知しなければならない。 

(3) 吉川松伏医師会は，今後，会員が設定するインフルエンザ任意予防接種の料金を決

定してはならない。 

 



 

参 考 参 考 

１ 違反行為の概要 

参 考 

 

【【【【平成２４年９月の決定の内容平成２４年９月の決定の内容平成２４年９月の決定の内容平成２４年９月の決定の内容】】】】    

・１３歳未満の者の１回目（注１）：３，７００円以上３，７００円以上３，７００円以上３，７００円以上    

・１３歳未満の者の２回目（注２）：２，６２，６２，６２，６００円以上００円以上００円以上００円以上 

・１３歳以上の者の１回目（注１）：４，４５０円４，４５０円４，４５０円４，４５０円以上以上以上以上 

・１３歳以上の者の２回目（注２）：２，９００円２，９００円２，９００円２，９００円以上以上以上以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉川松伏医師会吉川松伏医師会吉川松伏医師会吉川松伏医師会    

理事会理事会理事会理事会    

吉川松伏地区に所在する医療機関の利用者吉川松伏地区に所在する医療機関の利用者吉川松伏地区に所在する医療機関の利用者吉川松伏地区に所在する医療機関の利用者    

    

会員会員会員会員が開設者又は管理者とが開設者又は管理者とが開設者又は管理者とが開設者又は管理者と

なっている医療機関なっている医療機関なっている医療機関なっている医療機関    

インフルエンザ任意予防インフルエンザ任意予防インフルエンザ任意予防インフルエンザ任意予防接種接種接種接種
のののの料金を決定料金を決定料金を決定料金を決定    

周周周周    知知知知    

おおむねおおむねおおむねおおむね，，，，医師会医師会医師会医師会が決定したとおりが決定したとおりが決定したとおりが決定したとおり    
料金を設定し，料金を設定し，料金を設定し，料金を設定し，インフルエンザ任意インフルエンザ任意インフルエンザ任意インフルエンザ任意    
予防接種を予防接種を予防接種を予防接種を実施実施実施実施    

    

    

【【【【平成２３年１０月の決定の内容平成２３年１０月の決定の内容平成２３年１０月の決定の内容平成２３年１０月の決定の内容】】】】    

・１３歳未満の者の１回目（注１）：３，７００円３，７００円３，７００円３，７００円 

・１３歳未満の者の２回目（注２）：２，６５０円２，６５０円２，６５０円２，６５０円 

・１３歳以上の者の１回目：４，４５０円４，４５０円４，４５０円４，４５０円 

 

（注１）１回目を異なる医療機関で接種した場合の２回
目の料金を含む。 

（注２）１回目を同じ医療機関で接種した場合の料金を
いう。 

 

    ○○医院○○医院○○医院○○医院                ○○病○○病○○病○○病院院院院    ○○クリニック○○クリニック○○クリニック○○クリニック    △△クリニック△△クリニック△△クリニック△△クリニック    



 

       

２ 過去の医師会による独占禁止法違反事件 

審決年月日 

（勧告(注)年月日） 
件  名 内  容 

平成１６年７月２７日 

(平成１６年６月２１日） 

平成１６年（勧）第１８号 

社団法人四日市医師会に対

する件 

①会員が６５歳未満の者に

対して行うインフルエンザ

予防接種の料金を決定して

いた｡ 

②会員の行う医療機関の開

設，診療科目の増設及び病床

の増床を制限していた｡ 

平成１１年１０月２６日 

（平成８年１２月２６日） 

平成９年（判）第１号 

社団法人観音寺市三豊郡医

師会に対する件 

①医療機関の開設及び診療

科目の追加を制限していた。 

②会員の行う医療機関の病

床の増床及び増改築並びに

老人保健施設の開設を制限

していた。 

平成１１年１月２５日 

（平成１０年１２月２８日） 

平成１０年（勧）第２６号 

社団法人浜北市医師会に対

する件 

 会員の広告活動を制限し

ていた。 

平成９年２月５日 

（平成８年１２月２６日） 

平成８年（勧）第２６号 

社団法人立川市医師会に対

する件 

 会員の行う医療機関の開

設，移転又は増設，診療科目

の変更又は追加，病床の増床

等を制限していた。 

（注） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律（平成１７年法律第３５号）による改

正前の独占禁止法第４８条の規定に基づく勧告をいう。    

 

３ 参照条文 

○○○○    私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄）    

（昭和（昭和（昭和（昭和二十二二十二二十二二十二年法律第年法律第年法律第年法律第五十四五十四五十四五十四号）号）号）号）    

 

〔定義〕〔定義〕〔定義〕〔定義〕    

第二条 この法律において「事業者」とは，商業，工業，金融業その他の事業を行う者を 

いう。事業者の利益のためにする行為を行う役員，従業員，代理人その他の者は，次項 

又は第三章の規定の適用については，これを事業者とみなす。 

②     この法律において「事業者団体」とは，事業者としての共通の利益を増進することを

主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい，次に掲げる形態のも

のを含む。ただし，二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて，資本又は構成事

業者の出資を有し，営利を目的として商業，工業，金融業その他の事業を営むことを主

たる目的とし，かつ，現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。  

一一一一  二以上の事業者が社員（社員に準ずるものを含む。）である社団法人その他の社団  

二二二二     二以上の事業者が理事又は管理人の任免，業務の執行又はその存立を支配している



 

       

財団法人その他の財団  

三三三三  二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体  

③～⑨ （略） 

 

〔排除措置〕〔排除措置〕〔排除措置〕〔排除措置〕    

第七条 （略） 

② 公正取引委員会は，第三条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合

においても，特に必要があると認めるときは，第八章第二節に規定する手続に従い，次

に掲げる者に対し，当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除

されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし，当該行為がな

くなつた日から五年を経過したときは，この限りでない。  

一一一一  当該行為をした事業者  

二～四 （略）       

 

〔事業者団体の禁止行為〕〔事業者団体の禁止行為〕〔事業者団体の禁止行為〕〔事業者団体の禁止行為〕    

第八条 事業者団体は，次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 

一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 

二～五 （略） 

 

〔〔〔〔排除措置排除措置排除措置排除措置〕〕〕〕    

第八条の二 （略） 

② 第七条第二項の規定は，前条の規定に違反する行為に準用する。 

③ （略） 

 

 



１ 

平成２６年（措）第５号 

排 除 措 置 命 令 書 

 

埼玉県吉川市平沼１２３５番地１ 

一般社団法人吉川松伏医師会 

同代表者 代表理事 平 井 真 実 

 

公正取引委員会は，上記の者に対し，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（以下「独占禁止法」という。）第８条の２第２項の規定に基づき，次のと

おり命令する。 

 

主    文 

１ 一般社団法人吉川松伏医師会（以下「吉川松伏医師会」

という。）は，次の事項を，理事会において決議しなけれ

ばならない。 

(1) 会員が設定するインフルエンザ任意予防接種（インフ

ルエンザの予防接種のうち予防接種法（昭和２３年法律

第６８号）に基づく定期及び臨時の予防接種を除くもの

をいう。以下同じ。）の料金について，平成２４年９月

１４日に決定した次の事項が破棄されていることを確認

すること 

ア １３歳未満の者を対象とする１回目の料金（１回目

を異なる医療機関（病院又は診療所をいう。以下同じ。）

で接種した場合の２回目の料金を含む。）を３，７０

０円以上，１回目を同じ医療機関で接種した場合の２

回目の料金を２，６００円以上とすること 

イ １３歳以上の者を対象とする１回目の料金（１回目

を異なる医療機関で接種した場合の２回目の料金を含

む。）を４，４５０円以上，１回目を同じ医療機関で

接種した場合の２回目の料金を２，９００円以上とす

ること 

(2) 今後，吉川松伏医師会は，会員が設定するインフルエ

 

 別添 



２ 

ンザ任意予防接種の料金を決定せず，会員がそれぞれ自

主的に決めること 

２ 吉川松伏医師会は，前項に基づいて採った措置を会員に

通知し，かつ，埼玉県吉川市及び同県北葛飾郡松伏町の区

域（以下「吉川松伏地区」という。）に所在する医療機関

を利用する者に周知しなければならない。これらの通知及

び周知の方法については，あらかじめ，公正取引委員会の

承認を受けなければならない。 

３ 吉川松伏医師会は，今後，会員が設定するインフルエン

ザ任意予防接種の料金を決定してはならない。 

４ 吉川松伏医師会は，第１項及び第２項に基づいて採った

措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。 

 

理    由 

第１ 事実 

１ (1) 吉川松伏医師会は，肩書地に事務所を置き，吉川松伏地区において医業に

従事する医師らを会員とし，医道の高揚，医学及び医術の発展並びに公衆衛

生と福祉の向上を図り，社会福祉の増進に貢献することを目的とする一般社

団法人であり，平成９年６月２３日に設立された社団法人吉川市医師会（以

下「旧吉川市医師会」という。）が，平成２２年４月１日に松伏町医師会（埼

玉県北葛飾郡松伏町の区域において医業に従事する医師を会員とする任意団

体）を吸収して社団法人吉川松伏医師会に名称変更した後，平成２５年４月

１日に一般社団法人吉川松伏医師会に名称変更し，移行したものである。 

(2)ア  吉川松伏医師会の会員は，医療機関の開設者又は管理者として医業に従

事する医師（以下「開業医等」という。）及び医療機関の勤務医として医

業に従事する医師らにより構成されており，会員のうち，平成２５年９月

１日現在の開業医等は３７名である。 

イ 吉川松伏医師会は，総会及び理事会を置き，理事会においては会務運営

に関する事項の決定を行っている。 

ウ 吉川松伏医師会は，会員による健康診断業務を吉川市及び松伏町から受

託する，会員を吉川松伏地区内の学校医に推薦するなど，会員の医療活動

に密接に関連する業務を行うほか，医師の研修，行政機関等から発せられ



３ 

る医療に関する情報の提供等会員に業務上必要な便宜を広く供与しており，

吉川松伏地区内の開業医等の大部分は，医療機関の円滑な運営を考慮して，

吉川松伏医師会に加入している。 

(3)ア  インフルエンザ任意予防接種は，国民健康保険等の公的医療保険制度が

適用されないいわゆる自由診療に当たり，公費の助成対象となる部分を除

き受診者が費用を負担している。また，インフルエンザは例年１２月から

翌年３月頃に流行し，予防接種の効果が出現するまでに２週間程度を要す

ることから，１２月中旬までに１３歳未満の者は２回，１３歳以上の者は

１回の予防接種を終えることが望ましいとされている。 

イ 吉川松伏医師会の会員が開設者又は管理者となっている医療機関におけ

るインフルエンザ任意予防接種の実施件数の合計は，吉川松伏地区におけ

るインフルエンザ任意予防接種の実施件数の大部分を占めていた。 

２ 旧吉川市医師会では，遅くとも平成１０年頃から，インフルエンザ任意予防

接種の料金が定められていた。 

３ 吉川松伏医師会は，会員が設定するインフルエンザ任意予防接種の料金につ

いて， 

(1) 平成２３年度のインフルエンザの流行に先立ち，同年１０月１４日に開催

した理事会において次のとおり決定し，同月１７日にこれを会員に周知した。 

ア １３歳未満の者を対象とする１回目の料金（１回目を異なる医療機関で

接種した場合の２回目の料金を含む。）を３，７００円，１回目を同じ医

療機関で接種した場合の２回目の料金を２，６５０円とすること 

イ １３歳以上の者を対象とする１回目の料金を４，４５０円とすること 

(2) 平成２４年度のインフルエンザの流行に先立ち，同年９月１４日に開催し

た理事会において，前記(1)の決定に替えて次のとおり決定し，同月１８日に

これを会員に周知した。 

ア １３歳未満の者を対象とする１回目の料金（１回目を異なる医療機関で

接種した場合の２回目の料金を含む。）を３，７００円以上，１回目を同

じ医療機関で接種した場合の２回目の料金を２，６００円以上とすること 

イ １３歳以上の者を対象とする１回目の料金（１回目を異なる医療機関で

接種した場合の２回目の料金を含む。）を４，４５０円以上，１回目を同

じ医療機関で接種した場合の２回目の料金を２，９００円以上とすること 

４ 吉川松伏医師会の会員が開設者又は管理者となっている医療機関は，前記３



４ 

(1)及び(2)それぞれの決定及び周知に基づき，おおむね，吉川松伏医師会が決

定したとおりインフルエンザ任意予防接種の料金を設定し，当該予防接種を実

施していた。 

５ 本件について，公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始した

ところ，吉川松伏医師会は，平成２５年９月１３日に開催した理事会において

前記３(2)の決定を破棄し，同月２０日にその旨を会員に周知している。 

第２ 法令の適用 

前記事実によれば，吉川松伏医師会は，独占禁止法第２条第２項に規定する

事業者団体に該当するところ，会員が設定するインフルエンザ任意予防接種の

料金を決定し，会員に周知することにより，吉川松伏地区におけるインフルエ

ンザ任意予防接種の取引分野における競争を実質的に制限していたものであっ

て，この行為は，独占禁止法第８条第１号の規定に違反するものである。この

ため，吉川松伏医師会は，独占禁止法第８条の２第２項において準用する独占

禁止法第７条第２項第１号に該当する者である。また，違反行為の取りやめが

公正取引委員会の審査開始を契機としたものであること等の諸事情を総合的に

勘案すれば，特に排除措置を命ずる必要があると認められる。 

よって，吉川松伏医師会に対し，独占禁止法第８条の２第２項の規定に基づ

き，主文のとおり命令する。 
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